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市第44号議案 

横浜市行政手続における特定の個人を識別するための番 

号の利用等に関する法律の施行に関する条例の制定 

横浜市行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用

等に関する法律の施行に関する条例を次のように定める。 

   平成27年９月８日提出 

                 横浜市長 林    文  子  

横浜市条例（番号） 

横浜市行政手続における特定の個人を識別するための番 

号の利用等に関する法律の施行に関する条例 

目次 

第１章 総則（第１条―第３条） 

第２章 個人番号の利用等（第４条・第５条） 

第３章 個人情報保護条例の特例 

 第１節 特定個人情報についての特例（第６条―第11条） 

 第２節 情報提供等記録についての特例（第12条―第17条） 

第４章 雑則（第18条・第19条） 

附則 

第１章 総則 

（趣旨） 

第１条 この条例は、行政手続における特定の個人を識別するため

の番号の利用等に関する法律（平成25年法律第27号。以下「法」

という。）第９条第２項の規定に基づく個人番号の利用等に関し

必要な事項を定めるとともに、法第31条の規定に基づき特定個人

情報の利用及び提供の制限等に関し横浜市個人情報の保護に関す
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る条例（平成17年２月横浜市条例第６号。以下「個人情報保護条

例」という。）の特例を定めるものとする。 

（定義） 

第２条 この条例における用語の意義は、次に定めるもののほか、

法の例による。 

(1) 実施機関 個人情報保護条例第２条第１項に規定する実施機

関をいう。 

(2)  保有特定個人情報 実施機関の職員（横浜市（次条において

「市」という。）が設立した地方独立行政法人の役員を含む。

以下この号において同じ。）が職務上作成し、又は取得した特

定個人情報であって、当該実施機関の職員が組織的に利用する

ものとして、当該実施機関が保有しているものをいう。ただし

、行政文書（横浜市の保有する情報の公開に関する条例（平成

12年２月横浜市条例第１号）第２条第２項に規定する行政文書

をいう。）に記録されているものに限る。 

 (3)  本人 個人情報保護条例第２条第５項に規定する本人をいう

  。 

(4) 情報提供等記録 法第23条第１項及び第２項に規定する記録

に記録された特定個人情報をいう。 

（市の責務） 

第３条 市は、個人番号の利用に関し、その適正な取扱いを確保す

るために必要な措置を講ずるとともに、国との連携を図りながら

、自主的かつ主体的に、地域の特性に応じた施策を実施するもの

とする。 

第２章  個人番号の利用等 
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（個人番号の利用範囲等） 

第４条 法第９条第２項の条例で定める事務は、別表第１の左欄に

掲げる機関が行う同表の右欄に掲げる事務、別表第２の左欄に掲

げる機関が行う同表の中欄に掲げる事務及び市長が行う法別表第

２の第２欄に掲げる事務とする。 

２ 別表第２の左欄に掲げる機関は、同表の中欄に掲げる事務を処

理するために必要な限度で、同表の右欄に掲げる特定個人情報で

あって当該機関が保有するものを利用することができる。ただし

、法の規定により、情報提供ネットワークシステムを使用して他

の個人番号利用事務実施者から当該特定個人情報の提供を受ける

ことができる場合は、この限りでない。 

３ 市長は、法別表第２の第２欄に掲げる事務を処理するために必

要な限度で、同欄の事務に対応する同表の第４欄に掲げる特定個

人情報その他規則で定める特定個人情報であって自らが保有する

ものを利用することができる。ただし、法の規定により、情報提

供ネットワークシステムを使用して他の個人番号利用事務実施者

から当該特定個人情報の提供を受けることができる場合は、この

限りでない。 

４ 前２項の規定による特定個人情報の利用があった場合において

、他の条例、規則その他の規程の規定により当該特定個人情報と

同一の内容の情報を含む書面の提出が義務付けられているときは

、当該書面の提出があったものとみなす。 

（特定個人情報保護評価における意見の聴取） 

第５条 実施機関は、特定個人情報ファイルを保有しようとすると

きは、法第27条第１項前段の規定に基づく特定個人情報保護委員
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会規則で定めるところにより、同項に規定する評価書に記載され

た当該特定個人情報ファイルの取扱いについて、個人情報保護条

例第58条第１項の規定により設置された横浜市個人情報保護審議

会の意見を聴くものとする。当該特定個人情報ファイルについて

、重要な変更を加えようとするときも、同様とする。 

   第３章 個人情報保護条例の特例 

第１節 特定個人情報についての特例 

 （利用の制限） 

第６条 実施機関は、保有特定個人情報（情報提供等記録を除く。

以下この節において同じ。）を利用目的（個人情報保護条例第７

条第１項の規定により特定された利用の目的をいう。）以外の目

的（以下この条及び第12条において「目的外」という。）のため

に当該実施機関の内部において利用してはならない。 

２ 前項の規定にかかわらず、実施機関は、人の生命、身体又は財

産の保護のために必要がある場合であって、本人の同意があり、

又は本人の同意を得ることが困難であるときは、目的外のために

保有特定個人情報を利用することができる。 

３ 実施機関は、前項の規定により保有特定個人情報を目的外のた

めに利用するときは、当該保有特定個人情報に係る本人又は第三

者の権利利益を不当に侵害することのないようにしなければなら

ない。 

 （提供の制限） 

第７条 実施機関は、法第19条各号のいずれかに該当する場合を除

き、特定個人情報（情報提供等記録を除く。第10条及び第11条に

おいて同じ。）を提供してはならない。 
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 （利用停止請求の特例） 

第８条 何人も、自己を本人とする保有特定個人情報（個人情報保

護条例第25条第１項の規定による決定に基づき開示を受けたもの

又は他の法令若しくは条例（以下この項において「法令等」とい

う。）の規定により個人情報保護条例第31条第１項各号に規定す

る方法と同一の方法で開示を受けたものに限る。）が、次の各号

のいずれかに該当すると思料するときは、当該保有特定個人情報

を保有する実施機関に対し、当該各号に定める措置を請求するこ

とができる。ただし、当該保有特定個人情報の利用の停止、消去

又は提供の停止（次項及び次条第１項において「利用停止」とい

う。）に関して他の法令等の規定により特別の手続が定められて

いるときは、この限りでない。 

(1)  当該保有特定個人情報を保有する実施機関により適法に取得

されたものでないとき、個人情報保護条例第７条第２項の規定

に違反して保有されているとき、第６条の規定に違反して利用

されているとき、法第20条の規定に違反して収集され、若しく

は保管されているとき、又は法第28条の規定に違反して作成さ

れた特定個人情報ファイルに記録されているとき 当該保有特

定個人情報の利用の停止又は消去 

(2)  法第19条の規定に違反して提供されているとき 当該保有特

定個人情報の提供の停止  

２ 個人情報保護条例第３章第３節（第43条第１項を除く。）及び

第５節（第53条第１項第２号及び第３号、第54条第３号並びに第

55条を除く。）の規定は、前項の規定による利用停止について準

用する。この場合において、次の表の左欄に掲げる個人情報保護
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条例の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の右欄に

掲げる字句に読み替えるものとする。 

第43条第２項       前項           横浜市行政手続における

特定の個人を識別するた

めの番号の利用等に関す

る法律の施行に関する条

例（平成 年 月横浜市

条例第 号。以下「番号

条例」という。）第８条

第１項        

第43条第３項       保有個人情報       保有特定個人情報（番号

条例第２条第２号に規定

する保有特定個人情報で

あって第25条第１項の規

定による決定に基づき開

示を受けたもの又は他の

法令等の規定により第31

条第１項各号に規定する

方法と同一の方法で開示

を受けたもののうち番号

条例第２条第４号に規定

する情報提供等記録を除

くものをいう。次条から

第49条までにおいて同じ

。）         

第44条第１項第２号    保有個人情報       保有特定個人情報   

第44条第２項       前項           番号条例第８条第２項に

おいて読み替えて準用す

る前項        

保有個人情報       保有特定個人情報   

第45条及び第46条     保有個人情報       保有特定個人情報   

第47条第１項       前条各項         番号条例第８条第２項に

おいて読み替えて準用す

る前条各項      
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第47条第１項ただし書   第44条第３項       番号条例第８条第２項に

おいて準用する第44条第

３項         

第47条第２項       前項           番号条例第８条第２項に

おいて読み替えて準用す

る前項        

同項           番号条例第８条第２項に

おいて読み替えて準用す

る前項        

第48条          前条           番号条例第８条第２項に

おいて読み替えて準用す

る前条        

同条第１項        番号条例第８条第２項に

おいて読み替えて準用す

る前条第１項     

第48条第１号       この条          番号条例第８条第２項に

おいて読み替えて準用す

るこの条       

第49条          第46条第１項       番号条例第８条第２項に

おいて読み替えて準用す

る第46条第１項    

保有個人情報       保有特定個人情報   

同条第２項        番号条例第８条第２項に

おいて読み替えて準用す

る第46条第２項    

同条第１項又は第２項   番号条例第８条第２項に

おいて読み替えて準用す

る第46条第１項又は第２

項          

第53条第１項       開示決定等、訂正決定等又は

利用停止決定等      

利用停止決定等    

第53条第２項       前項           番号条例第８条第２項に

おいて読み替えて準用す

る前項        
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第54条第２号       本人開示請求者、訂正請求者

又は利用停止請求者（これら

の者           

利用停止請求者（当該利

用停止請求者     

第56条          第53条第１項       番号条例第８条第２項に

おいて読み替えて準用す

る第53条第１項    
 
 

（是正の申出の特例） 

第９条 何人も、実施機関が自己を本人とする保有特定個人情報を

個人情報保護条例第６条（第１項第７号を除く。）、第７条、第

８条第１項（第２号から第８号までを除く。）、第２項若しくは

第３項（第２号を除く。）若しくは第９条（第３項ただし書を除

く。）又は第６条若しくは第７条のいずれかの規定に違反して取

り扱っていると認めるときは、当該実施機関に対し、当該保有特

定個人情報の取扱いの是正の申出をすることができる。ただし、

前条第１項の規定により利用停止の請求をすることができる場合

にあっては、この限りでない。 

２ 個人情報保護条例第50条第２項、第51条及び第52条の規定は、

前項の規定による是正の申出について準用する。この場合におい

て、次の表の左欄に掲げる個人情報保護条例の規定中同表の中欄

に掲げる字句は、それぞれ同表の右欄に掲げる字句に読み替える

ものとする。 

第50条第２項       前項           横浜市行政手続における

特定の個人を識別するた

めの番号の利用等に関す

る法律の施行に関する条

例（平成 年 月横浜市

条例第 号。次条及び第

52条第２項において「番
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  号条例」という。）第９

条第１項       

第51条第１項第２号    保有個人情報       保有特定個人情報（番号

条例第２条第２号に規定

する保有特定個人情報の

うち同条第４号に規定す

る情報提供等記録を除く

ものをいう。次項におい

て同じ。）      

第51条第１項第４号    前３号          第１号、番号条例第９条

第２項において読み替え

て準用する第２号及び第

３号         

第51条第２項       前項           番号条例第９条第２項に

おいて読み替えて準用す

る前項        

保有個人情報       保有特定個人情報   

第52条第２項       前項           番号条例第９条第２項に

おいて読み替えて準用す

る前項        
 

（個人情報保護条例の適用） 

第10条 特定個人情報に関する個人情報保護条例第18条第１項第８

号、第19条第１項及び第34条第１項の規定の適用については、次

の表の左欄に掲げる個人情報保護条例の規定中同表の中欄に掲げ

る字句は、それぞれ同表の右欄に掲げる字句とする。 

第18条第１項第８号    第43条第１項ただし書   横浜市行政手続における

特定の個人を識別するた

めの番号の利用等に関す

る法律の施行に関する条

例（平成 年 月横浜市

条例第 号。次条第１項

において「番号条例」と
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  いう。）第８条第１項た

だし書        

第19条第１項       第８号          番号条例第10条において

読み替えて適用する前条

第１項第８号     

第34条第１項       限る。第43条第１項において

同じ           

限る         

第34条第１項第２号    前条第１項の他の法令等の規

定により         

他の法令等の規定により

第31条第１項各号に規定

する方法と同一の方法で

 

（個人情報保護条例の適用除外） 

第11条 個人情報保護条例第６条第１項第７号、第８条第１項第２

号から第８号まで、第３項第２号及び第４項、第９条第３項ただ

し書、第10条、第11条、第12条第２項第２号及び第３項、第13条

第１項第２号及び第２項、第33条、第43条第１項並びに第50条第

１項の規定は、特定個人情報については適用しない。 

第２節 情報提供等記録についての特例 

（利用の制限） 

第12条 実施機関は、情報提供等記録を目的外のために当該実施機

関の内部において利用してはならない。 

（提供の制限） 

第13条 実施機関は、法第19条各号のいずれかに該当する場合を除

き、情報提供等記録を提供してはならない。 

（情報提供等記録の提供先への通知） 

第14条 実施機関は、個人情報保護条例第37条第１項の決定に基づ

く情報提供等記録の全部又は一部の訂正を実施した場合において

、必要があると認めるときは、総務大臣及び情報照会者又は情報
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提供者（当該訂正に係る情報提供等記録に記録された者であって

、当該実施機関以外のものに限る。）に対し、遅滞なく、その旨

を書面により通知するものとする。 

 （是正の申出の特例） 

第15条 何人も、実施機関が自己を本人とする情報提供等記録を個

人情報保護条例第６条（第１項第７号を除く。）、第７条、第８

条第１項（第２号から第８号までを除く。）、第２項若しくは第

３項（第２号を除く。）若しくは第９条（第３項ただし書を除く

。）又は第12条若しくは第13条のいずれかの規定に違反して取り

扱っていると認めるときは、当該実施機関に対し、当該情報提供

等記録の取扱いの是正の申出をすることができる。 

２ 個人情報保護条例第50条第２項、第51条及び第52条の規定は、

前項の規定による是正の申出について準用する。この場合におい

て、次の表の左欄に掲げる個人情報保護条例の規定中同表の中欄

に掲げる字句は、それぞれ同表の右欄に掲げる字句に読み替える

ものとする。 

第50条第２項       前項           横浜市行政手続における

特定の個人を識別するた

めの番号の利用等に関す

る法律の施行に関する条

例（平成 年 月横浜市

条例第 号。次条及び第

52条第２項において「番

号条例」という。）第15

条第１項       

第51条第１項第２号    保有個人情報       情報提供等記録（番号条

例第２条第４号に規定す

る情報提供等記録をいう

。次項において同じ。）
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第51条第１項第４号    前３号          第１号、番号条例第15条

第２項において読み替え

て準用する第２号及び第

３号         

第51条第２項       前項           番号条例第15条第２項に

おいて読み替えて準用す

る前項        

保有個人情報       情報提供等記録    

第52条第２項       前項           番号条例第15条第２項に

おいて読み替えて準用す

る前項        

 
 

（個人情報保護条例の適用） 

第16条 情報提供等記録に関する個人情報保護条例第18条第１項第

８号、第19条第１項及び第34条第１項の規定の適用については、

次の表の左欄に掲げる個人情報保護条例の規定中同表の中欄に掲

げる字句は、それぞれ同表の右欄に掲げる字句とする。 

第18条第１項第８号    第34条第１項ただし書又は第

43条第１項ただし書    

第34条第１項ただし書 

第19条第１項       第８号          横浜市行政手続における

特定の個人を識別するた

めの番号の利用等に関す

る法律の施行に関する条

例（平成 年 月横浜市

条例第 号）第16条にお

いて読み替えて適用する

前条第１項第８号   

第34条第１項       限る。第43条第１項において

同じ           

限る         

第34条第１項第２号    前条第１項の他の法令等の規

定により         

他の法令等の規定により

第31条第１項各号に規定
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  する方法と同一の方法で

 
（個人情報保護条例の適用除外） 
 

第17条 個人情報保護条例第６条第１項第７号、第８条第１項第２

号から第８号まで、第３項第２号及び第４項、第９条第３項ただ

し書、第10条、第11条、第12条第２項第２号及び第３項、第13条

第１項第２号及び第２項、第29条、第33条、第40条、第42条、第

３章第３節並びに第50条第１項の規定は、情報提供等記録につい

ては適用しない。 

第４章 雑則 

（運用状況の公表） 

第18条 市長は、毎年１回、第５条及び前章の運用状況について取

りまとめ、これを公表するものとする。 

（委任） 

第19条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要

な事項は、規則で定める。 

   附 則 

（施行期日） 

１ この条例は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げ

る規定は、当該各号に定める日から施行する。 

(1) 第３章第１節及び第18条（同節に係る部分に限る。）の規定

 平成27年10月５日 

(2) 第４条（第２項ただし書及び第３項ただし書を除く。）並び

に別表第１及び別表第２の規定 平成28年１月１日 

(3) 第４条（第２項ただし書及び第３項ただし書に限る。）、第

３章第２節及び第18条（同節に係る部分に限る。）の規定 法
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附則第１条第５号に掲げる規定の施行の日 

（横浜市個人情報の保護に関する条例の一部改正） 

２ 横浜市個人情報の保護に関する条例の一部を次のように改正す

る。 

第58条第１項中「この条例」の次に「及び横浜市行政手続にお

ける特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律の施

行に関する条例（平成 年 月横浜市条例第 号）」を加える。 

別表第１（第４条第１項） 

 機  関             事         務            

 市  長  
生活に困窮する外国人に対する保護の措置に関する事務であって法別表第１

の15の項に規定する主務省令で定める事務に準ずるもの         

 

別表第２（第４条第１項及び第２項） 

 機  関     事    務        特 定 個 人 情 報     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１ 市 長  

生活に困窮する外国人に対

する保護の措置に関する事

務であって法別表第２の26

の項に規定する主務省令で

定める事務に準ずるもの 

 

医療保険給付関係情報、戦傷病者戦没者遺族

等援護関係情報、児童福祉法（昭和22年法律

第164号）による小児慢性特定疾病医療費、 

療育の給付又は障害児入所給付費の支給に関

する情報、母子及び父子並びに寡婦福祉法（

昭和39年法律第129号）による資金の貸付け 

に関する情報、生活保護関係情報、児童扶養

手当関係情報、同法による給付金に関する情

報、特別児童扶養手当等の支給に関する法律

（昭和39年法律第134号）による障害児福祉 

手当若しくは特別障害者手当又は昭和60年法

律第34号附則第97条第１項の福祉手当の支給

に関する情報、地方税関係情報、母子保健法

（昭和40年法律第141号）による養育医療の 

給付又は養育医療に要する費用の支給に関す

る情報、児童手当関係情報、介護保険給付等

関係情報、障害者の日常生活及び社会生活を

総合的に支援するための法律（平成17年法律
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  第123号）による自立支援給付の支給に関す 

る情報、特別児童扶養手当関係情報、中国残

留邦人等支援給付等関係情報、障害者関係情

報その他の特定個人情報であって規則で定め

るもの                 

 

 

 

２ 市 長  

法別表第１の84の項に規定

する主務省令で定める事務

（地域生活支援事業の実施

に関する事務に限る。） 

地方税関係情報、介護保険給付等関係情報、

生活保護関係情報、中国残留邦人等支援給付

等関係情報、障害者関係情報、障害者の日常

生活及び社会生活を総合的に支援するための

法律第７条に規定する他の法令により行われ

る給付の支給に関する情報その他の特定個人

情報であって規則で定めるもの      

 

 

   提 案 理 由 

行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関

する法律の制定に伴い、個人番号の利用等に関し必要な事項を定め

るとともに、特定個人情報の利用及び提供の制限等に関し横浜市個

人情報の保護に関する条例の特例を定めるため、横浜市行政手続に

おける特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律の施

行に関する条例を制定したいので提案する。 
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 参  考  

   横 浜 市 個 人 情 報 の 保 護 に 関 す る 条 例 （ 抜 粋 ） 

                     上 段  改 正 案     
                    (下 段  現  行)   

（ 横 浜 市 個 人 情 報 保 護 審 議 会 の 設 置 等 ） 

          及 び 横 浜 市 行 政 手 続 に お け る 特 定 の 個 人 を 識 別 す 
第 58 条  こ の 条 例 

 

る た め の 番 号 の 利 用 等 に 関 す る 法 律 の 施 行 に 関 す る 条 例 （ 平 成   
 

年  月 横 浜 市 条 例 第  号 ） 
に よ り そ の 権 限 に 属 さ せ ら れ た 事 項 を 

 

行 う た め 、 横 浜 市 個 人 情 報 保 護 審 議 会 を 置 く 。 

（ 第 ２ 項 か ら 第 ９ 項 ま で 省 略 ） 


